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地
域
の
魅
力
や
個
性
を 
活 
か
し
た　

に
ぎ
わ
い　

あ
ふ
れ
る
ま
ち　
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産
税
な
ど
）
の
優
遇
措
置
が
適
用
さ

れ
ま
す
。

　

住
宅
建
設
工
事
の
着
工
前
に
認
定

の
申
請
手
続
き
が
必
要
で
す
。

◇
申
請
受
付　

６
月
４
日（
木
）〜

（
各
総
合
支
所
で
は
受
け
付
け
し
ま

せ
ん
）

※
認
定
に
あ
た
っ
て
は
、
申
請
手
数

料
が
か
か
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

申
・
問　

建
築
指
導
課
（
内
線　

・　

）

542

543

　

固
定
資
産
税
の
減
額
に
係
る
問
い

合
わ
せ
は
、
資
産
税
課（
内
線　

）・
393

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
ま
で
お

願
い
し
ま
す
。

　

「
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
に
関
す

る
法
律
」
が
平
成　

年
６
月
４
日
に

21

施
行
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
建
物
の

構
造
や
設
備
、
規
模
な
ど
が
一
定
の

基
準
を
満
た
し
、
長
期
に
わ
た
っ
て

維
持
保
全
が
で
き
る
住
宅
を
長
期
優

良
住
宅
と
し
て
認
定
す
る
制
度
が
始

ま
り
ま
す
。

　

認
定
基
準
は
、
耐
久
性
、
耐
震
性
、

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
、
維
持
管
理
・
更

新
の
容
易
性
、
可
変
性
、
バ
リ
ア
フ

リ
ー
性
、
住
戸
面
積
、
居
住
環
境
の

配
慮
、
維
持
保
全
の
方
法
・
資
金
計

画
の
９
項
目
か
ら
な
り
ま
す
。

　

長
期
優
良
住
宅
の
認
定
を
受
け
る

と
、
税
制
（
住
宅
ロ
ー
ン
、
固
定
資

　

施
設
入
所
や
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
利

用
時
の
食
費
・
居
住
費
が
減
額
さ
れ

る
「
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証

（
紫
色
）」
の
有
効
期
限
が
近
づ
い
て

い
ま
す
。

　

こ
の
認
定
証
の
更
新
受
付
は
、
７

月
１
日（
水
）か
ら
行
う
予
定
で
す
。

　

詳
し
く
は
６
月
下
旬
に
、
自
宅
ま

た
は
入
所
施
設
へ
「
更
新
案
内
」
と

「
申
請
書
」
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
ご

覧
の
上
、
更
新
手
続
き
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

　

な
お
、
新
規
申
請
に
つ
い
て
は
、

随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、
介

護
保
険
課
・
各
総
合
支
所
保
健
福
祉

課
、
ま
た
は
、
担
当
の
ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　

介
護
保
険
課（
内
線　

・　

）・
各

300

301

総
合
支
所
保
健
福
祉
課

　

石
巻
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
は
、本
市
の
都
市
計
画
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
を
示
す
も
の
で
、都

市
お
よ
び
地
域
の「
望
ま
し
い
将
来
像
」を
明
ら
か
に
し
、計
画
的
に
実
現
化
を
図
る
た
め
の
ま
ち
づ
く
り
の

マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
策
定
し
た
も
の
で
す
。

　

計
画
期
間
は
、基
準
年
次
を
平
成　

年
と
し
、目
標
年
次
を
平
成　

年
と
す
る　

年
間
の
計
画
で
す
。た
だ
し
、

17

37

20

上
位
関
連
計
画
や
制
度
の
新
設
・
変
更
な
ど
に
よ
り
、必
要
に
応
じ
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、全
文
は
、都
市
計
画
課
お
よ
び
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー（
第
３
分
庁
舎
１
階
）で
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。ま
た
、市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。問　

都
市
計
画
課（
内
線　

）
499

長
期
優
良
住
宅

長
期
優
良
住
宅
のの
認
定
制
度

認
定
制
度
のの
ご
案
内

ご
案
内

介
護
保
険
　
負
担
限
度
額
認
定
証

介
護
保
険
　
負
担
限
度
額
認
定
証
の�

更
新
受
付

更
新
受
付
は
、
７
月
１
日
か
ら

７
月
１
日
か
ら
で
す
で
す�

介
護
保
険
　
負
担
限
度
額
認
定
証
の�

更
新
受
付
は
、
７
月
１
日
か
ら
で
す�

◆位置づけ�

◆基本構想�

まちづくりの基本理念�
　本市の豊かな自然や文化、産業、人材を守り活かしながら、多様な交流を生み

出し、いつまでも住み続け、活動し続けられるまちを住民参加の下に創り、未来

へと受け継いでいくことを基本理念とします。�

まちづくりの将来像�

基本目標１～住み続けられるまち～�

　少子高齢社会への対応や防災対策の強化により、誰もが安心、安

全に住み続けられるまちづくりを目指します。�

基本目標２～個性と活気にあふれるまち～�

　地域産業の活性化や多様な交流の促進により、個性と活気にあふ

れるまちづくりを目指します。�

基本目標３～地域資源を大切にするまち～�

　多彩な自然や景観の活用により観光や交流を促し、地域資源を大

切にするまちづくりを目指します。�

基本目標４～自然と共生するまち～�

　身近な緑の保全・創出や環境問題への対応により、自然と共生す

るまちづくりを目指します。�

基本目標５～住民とともにつくるまち～�

　都市計画に関する知識の普及が進み、多様な住民参加による、と

もにつくるまちづくりを目指します。�

まちづくりの基本目標�

地域の魅力や個性を活かした　にぎわい　あふれるまち　石巻�

上位計画� 石巻市総合計画� 都市計画区域の整備、開発および保全の方針�

石巻市都市計画マスタープラン�

都市計画によるまりづくりの実践�
■道路・公園の整備　　■地区計画、建築協定、緑地協定　　■土地区画整備事業�

住
民
意
向�

都市計画の決定・変更� 個別の詳細計画などの検討� まちづくりのルールの検討�

石
巻
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
を
策
定
し
ま
し
た

�����������������������������������������������������������������
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③
平
成　

年
中
に
扶
養
、
仕
送
り
、

20

退
職
金
・
預
貯
金
で
生
活
し
て
い
た

方
な
ど

◇
受
付
場
所　

本
庁
１
階　

保
険
年

金
課
保
険
税
グ
ル
ー
プ
窓
口
９
番
お

よ
び
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
国
保

税
担
当
・
各
支
所

※
す
で
に
税
務
署
や
市
役
所
、
各
総

合
支
所
で
国
保
加
入
者
分
（
国
保

に
加
入
し
て
い
な
い
世
帯
主
も
含

む
）
の
申
告
を
済
ま
せ
て
い
る
場

合
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

※
国
保
加
入
世
帯
の
中
に
、
①
〜
③

の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
一
人
で
も
未
申

告
の
方
が
い
る
と
、
保
険
税
の
軽

減
や
高
額
療
養
費
の
負
担
限
度
額

の
判
定
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問　

保
険
年
金
課
（
内
線　

・　

・

249

275

　

）・
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

649

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

世
帯
は
、
毎
年
必
ず
前
年
の
所
得
金

額
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
申
告
す

る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

　

国
保
世
帯
の
世
帯
主
（
本
人
自
身

が
国
保
に
加
入
し
て
い
な
い
場
合
も

含
み
ま
す
）
と
国
保
に
加
入
し
て
い

る
世
帯
員
全
員
の
合
算
所
得
金
額
が
、

一
定
基
準
額
を
下
回
る
場
合
、
均
等

割
額
（
一
人
ひ
と
り
に
か
か
る
額
）

と
平
等
割
額
（
世
帯
ご
と
に
か
か
る

額
）
が
軽
減
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま

す
の
で
、
次
の
よ
う
な
方
は
必
ず
簡

易
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
平
成　

年
中
に
収
入
が
無
か
っ
た

20

方
（　

年
中
の
収
入
が
雇
用
保
険
な

20

ど
の
非
課
税
所
得
の
み
の
方
も
含
み

ま
す
）

②
平
成　

年
中
に
障
害
・
遺
族
年
金

20

を
受
給
し
て
い
た
方
（
た
だ
し
、
国

民
年
金
な
ど
の
受
給
者
は
、
申
告
は

不
要
で
す
）

　これからのまちづくりに

も活用するために、７月１日

現在の事業

所および企

業について

調査を行い

ます。全国

すべての事

業所および

企業が調査

対象となる

大規模な統

計調査です。

平成21年度

経済センサス・基礎調査

どうぞご協力をお願いします。

総務省統計局　都道府県

問　総合政策課（内線523・317）

国
民
健
康
保
険
加
入
の
皆
さ
ん
へ

簡簡簡簡簡簡簡簡簡簡簡簡簡簡簡簡簡簡簡簡簡簡簡簡簡簡簡簡簡
易易易易易易易易易易易易易易易易易易易易易易易易易易易易易
申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申
告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告
ははははははははははははははははははははははははははははは
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済
みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみ
ででででででででででででででででででででででででででででで
すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす
かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかか
？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？

簡
易
申
告
は
お
済
み
で
す
か
？

◆将来都市構造図�
　石巻市総合計画における土地利用の方向性
および将来都市整備の基本的な考え方を基本
とし、点（まちの拠点）、面（まちの土地利用）、
線（まちの軸）の３つの構成要素により、目指
すべき都市構造を設定しました。�

【まちの拠点】�

【まちの軸】�

都市核拠点�
　商業機能、行政サービス機能、
業務機能、居住機能、多くの人が
集まる多様で楽しめる機能�

新都市拠点�
　広域型商業機能、流通業務機能、
まちなみの統一性ある居住機能�

地域結拠点�
　観光機能、スポーツ・文化機能、
情報機能、交流機能�

地域行政拠点�
　行政サービス機能、地域振興
機能、コミュニティ拠点機能�

工業・水産業拠点�
　臨海工業拠点機能、内陸工業
拠点機能、水産業核拠点機能�

学術・新産業拠点�
　新産業業務機能�

広域連携軸�
　他都市間を結ぶ�
　広域ネットワークの軸�

地域連携軸�
　まちの拠点などを結ぶ�
　地域ネットワークの軸�

【まちの土地利用】�

都市づくりゾーン�
（石巻広域都市計画区域、河北都市計画区域）�
　コンパクトな都市づくりを推進するゾーン�

自然環境調和ゾーン�
（雄勝都市計画区域、牡鹿都市計画区域）�
　都市と自然環境との調和を推進するゾーン�

自然環境共生ゾーン�
　日常生活と自然環境との共生を推進するゾーン�
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